
 

新人看護職員研修に関する検討会 
保健師ワーキンググループ開催要綱 

 

 

１．趣旨 

  平成２１年７月１５日の法律改正により業務に従事する看護職員

の臨床研修等が努力義務となり、平成２１年１２月２５日新人看護職

員研修に関する検討会において新人看護職員研修ガイドラインを作

成したところである。これらを受けて、新人保健師としての基本的な

実践能力の獲得に向けた新人保健師研修ガイドラインを作成するこ

とを目的とし、本ワーキンググループを開催し検討を行う。 

 

 

２．検討課題 

  ・新人保健師研修ガイドラインの内容について 

・新人保健師の到達目標 

・新人保健師研修の研修体制 

    ・保健師活動における技術指導の具体例の作成 

 

 

３．構成員 

  別紙のとおり 

 

 

４．運営 

  ・ 「新人看護職員研修に関する検討会」の下に開催する。 

  ・ 本会議の庶務は医政局看護課看護サービス推進室で行うこと

とし、健康局総務課保健指導室と共同で開催する。 

  ・ 議事は非公開とするとともに、検討結果は「新人看護職員研修

に関する検討会」に報告する。 
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